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歯 09 歯科用研削材料 

 一般医療機器 歯面研磨材 70904000  

 

 クリーニングパウダーＰＭＴＣ  
 

 
【禁忌・禁止】 

 

 「適用対象（患者）」 

ナトリウム摂取制限を必要とする患者（高ナトリウム血症、

妊娠中毒症等）には使用しないこと。 

 

呼吸器疾患を持つ患者には使用しないこと。 

 

本品または類似した製品に対して、発疹、皮膚炎等の過敏症

の既往歴のある患者には使用しないこと。 

 

 
【形状・構造及び原理等】 

 

 形状： 粉状 

主成分：重炭酸ナトリウム 

 
【使用目的又は効果】 

    

歯面の清掃に用いる。 

 

【使用方法等】 

 

 1.ボトルタイプの場合、使用前にボトルをよく振る。 

2.本品を歯面清掃器のパウダーリザーバーに入れて使用する。 

  歯面清掃器の使用方法や使用上の注意については、歯面清掃器本

体の添付文書及び取扱説明書を必ず読むこと。 

 

「使用方法に関連する使用上の注意」 

 

・口腔内で出血や炎症等が見られる病的部位に対し、直接噴射しな

いこと。 

・歯根セメント、脱灰エナメル質、充填物、補綴物、充填物のマー

ジン及びクラウン等には直接噴射しないこと。 

・患者が本品を大量に飲み込まないよう、必ずバキュームまたはエ

ジェクターを併用すること。また、長時間の連続使用は避け、患

者に随時うがいをさせること。 

 

【使用上の注意】 

 

・目鼻等、口腔以外の粘膜との接触を防ぐため、歯面清掃を開始す

る前に患者に保護用メガネを装着させるか、呼吸を妨げない程度

にドレープ等で目・鼻・衣服をカバーすること。同様に、術者・

アシスタントも保護メガネ、マスク等を着用すること。 

・本品は湿気の影響を受け易いため、以下の点に注意すること。 

・ボトルタイプは準備が完了次第すぐに容器のキャップを締める

こと。 

・ボトルタイプは使用後の余りを容器へ戻さず、廃棄すること。 

・袋タイプは 1袋単位で使用し、余ったものは廃棄すること。 

・使用後の粉末をパウダーリザーバーに長時間放置しないこと。 

・【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。 

・歯科医療有資格者以外は使用しないこと。 

 

「重要な基本的注意」 

 

・本品が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合に

は直ちに多量の水で洗浄した後、眼科医の診断を受けること。 

・本品または類似した製品に対して、発疹、皮膚炎など過敏症の既

往歴のある患者には使用しないこと。また、使用により過敏症状

を起こしたときは使用を中止し、医師に相談する等適切な処置を

施すこと。 

・本品または類似した製品に対して、発疹、皮膚炎など過敏症の既

往歴のある術者は使用しないこと。また、使用により過敏症状を

起こしたときは使用を中止し、医師に相談する等適切な処置を施

すこと。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

 

 「保管方法」 

 

・直射日光を避け、60℃以下の乾燥した場所に保管すること。 

・ボトルタイプは開封後、空気中の湿気による品質劣化を避けるた

め、必ず密閉して乾燥した場所に保管すること。 

・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。 

 

「有効期間」 

 

・外装に記載の使用期限までに使用すること。 

[記載の使用期限は自己認証（製造業者データ）による] 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

  

製造販売業者：フィード株式会社 

        商品インフォメーションデスク 

        電話 0120-004-504 

 

 製造業者  ：ファッション ライフ カンパニー リミテッド 

（Fashion Life Co., Ltd.） （台湾） 

 


